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平成２７年（ワ）第７６号  

原告   

被告 今治市  

 

準備書面（５） 

  ２０１６年１月１３日 

  

松山地方裁判所今治支部 御中 

 

 

原告   

 

   

被告答弁書の「第３ 被告の主張」(１～３)への反論（１）及び求釈明 

― 被告の主張に事実の基礎を欠く事実誤認、理由不備・齟齬があること ― 

 

 

第１ 答弁書の「第３ 被告の主張」(１～３)への反論 

 

１「１ 今治市における教育委員会の公開」に対する反論 
 

 被告は、答弁書の「１ 今治市における教育委員会の公開」で、今治市教育委員会

会議規則については、下記のように主張する。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以

下「法」という。）第１３条第６項（平成２６年８月当時）に教育委員会の会議（以下

「会議」という。）は公開すると規定されている。また、法第１５条（平成２６年８月

当時）において、「この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教

育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。」と

規定している。同条の規定は、会議について、法で若干の事項について規定

し、その他は教育委員会の自主的判断に委ね、教育委員会規則で定めるもの

とした規定であり、このことは、いちいち法律で律することを避け、それぞれの教

育委員会の実情に相応する適切な会議の運営を期待したものと解されている

（第三次新訂逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律１４４ベー

ジから１４５ページ 乙第１号証）。 
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 今治市教育委員会では、同法の規定を受け、今治市教育委員会会議規則

（平成１７年教育委員会規則第２号。乙第２号証）を定めており、平成２６年８月

時点においては、同規則において、会議を傍聴するには委員長の許可を得る

こと及び傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に必要な事項は、別

に定める旨（第１２条）を規定していた。（２頁） 

 

 今治市教育委員会が、自主的判断で今治市教育委員会会議規則を定める際、まっ

たく自由勝手に規定を定めることができるのではない。 

憲法第９８条の「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、

詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」との

規定及び憲法第９９条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の

公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」との規定を受けることはいうまでも

ない。 

さらには、訴状で述べた、次のことが極めて重要である。 

 

憲法前文に、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は

国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が

これを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く

ものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

と主権者の福利（利益・権利）と行政の「権力の行使」（権限）との関係の原理を

謳っている。 

このことを、杉原泰雄（憲法学者・一橋大学名誉教授）は、「『憲法で認められ

た権限』として（「授権規範」・「制限規範」としての憲法として）解釈運用」が不可

欠であり、「統治権の権利主体は主権者であって、国会・内閣・裁判所等現実

の公権力担当者は、憲法で認められている権能だけを『権利』（自己の利益の

ために行使できる法的な力）としてではなく、主権者の利益のために行使しなけ

ればならない『権限』（自己の利益のためには行使できない法的な力）として、

憲法の定める方法（手続と条件）に従ってのみ行使することができる、とする立

憲主義についての通常の理解の仕方をいう。」（『憲法と公教育―「教育権の独

立」を求めて―』９３頁）と解説している。 

北海道旭川学力テスト最高裁大法廷判決（１９７６年５月２１日 判例時報８１

４号３３頁）は、憲法２６条の規定の解釈のなかで、「子どもの教育は、教育を施

す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、

その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられている

のである。」と判示しているのも、この憲法原理の「授権規範」に基づく行政の

「権限」と主権者の「権利」を踏まえたものである。 

つまり、今治市教委の「権限の行使」は、主権者である住民から信託されたも

のであり、その「権限」は、主権者たる住民の利益を保障するために、憲法など



 3 

が定める手続きに従って行使しなければならない。 

 

この基本的な認識が前記被告主張に欠落している。そして、さらに、次の被告の主

張及び教育委員会会議傍聴規則に端的に現れている。 

 

この教育委員会会議傍聴規則においては、平成２６年８月時点では、傍聴の

手続（第２条）、傍聴できないもの（第３条）、傍聴人数の制限（第４条）、傍聴人

の行為の制限（第５条）、傍聴人の退場（第６条）を規定していた。 

個々の会議の開催日時、開催場所、議事項目、会議の公開の有無、及び傍

聴受付時間等の細かな取り決めについては、会議の１週間前までに決定のうえ、

ホームページにおいて市民等に周知を行っている。 

このホームページ上での周知において、傍聴の受付について、指定した時

間までに受付を行い整理券を受け取ること、指定した時間までに整理券を受け

取っていない者は傍聴できないことも併せて記載している。 

なお、通常の会議の傍聴受付の締切りは、会議の開始時間までとしているが、

教科書採択を行う会議等市民等の関心が高く、あらかじめ傍聴希望者が多数

集まることが予想される場合については、傍聴人の抽選及び決定の時間を確

保するため、傍聴受付の締切りを会議開始の１０分前までとし、ホームベージに

もその旨明記している。 

 

以上の被告の主張及び教育委員会会議傍聴規則は、今治市教委の「権限の行使」

は、主権者である住民から信託されたものであり、その「権限」は、主権者たる住民の利

益を保障するために、憲法などが定める手続きに従って行使しなければならないとの

認識に反している。つまり、被告の主張は、事実の基礎を欠く事実誤認、理由不備・齟

齬がある。 

なお、その認識が具体的にどのように欠落し、事実の基礎を欠く事実誤認、理由不

備・齟齬があるかについては、本件と直接的かかわることではないので、ここでは省略

し、そのことが、本件傍聴受付拒否行為の背景となっていることを指摘するだけに止め

ておく。 

 

 

２「２ 過去の教育委員会傍聴における混乱」に対する反論 
 

答弁書の「２ 過去の教育委員会傍聴における混乱」において、「この取扱いは、平

成２３年８月３０日に開催した会議（以下「平成２３年会議」という。）において、傍聴席の

数をはるかに上回る傍聴希望者が集まり、会議の開催が予定時間から大幅に遅れたこ

とを受けに対処である」（３頁）と述べ、「傍聴席１０席に対し、６５名の傍聴希望者が集

まり、受付は混乱し、傍聴者の抽選及び傍聴に際しての注意事項の説明を行うだけで
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相当な時間を要した」と主張する。しかしながら、この主張には、事実の基礎を欠く事

実誤認、理由不備・齟齬がある。 

たとえば、「混乱」との文言であるが、傍聴席１０席に対し、６５名の傍聴希望者が集

まったという事実と「受付の混乱」とは、直接の関係がなく、そのことが、「混乱」の主たる

要因とする認識に基づき書かれている。 

つまり、「午後１時３０分開会予定であったものが、午後１時４８分まで開会できなかっ

た」ことを「混乱」と表現したのであろうが、開始時間が、１８分遅れた主たる要因は、受

付及び抽選手続き並びに説明を行った担当者らの不手際（一列に並ばしての抽選手

続きなど）ないし準備不足と傍聴席を１０席と制限することにある。 

今年度（２０１５）の８月２８日に開催された中学校用教科書採択のための会議では、

傍聴希望者が、２０１１年よりも少なかったこともあるが、スムーズに(混乱なく)ことは進み

予定の時刻に会議が始まっている。また、この時、傍聴席を２０席、抽選に外れたもの

は、ロビーにあるモニターで採択審議を視聴できるなどなど住民に開かれた委員会会

議になっている。つまり、「混乱」とする１８分の会議開始時間の遅れは、必要以上に、

傍聴を制限したり、そのための過剰な手続きが、それを引き起こしのである。 

以上のように、被告の主張には、事実の基礎を欠く事実誤認、理由不備・齟齬があ

る。 

 

 

３「３ 本件会議における傍聴」に対する反論 
 

答弁書の「３ 本件会議における傍聴」で、「平成２０年３月２９日の教育委員会の会

議（以下「本件会議」という。）は、市内の小学校において、平成２７年度から４年間使用

される教科書の採択を行う会議であつた。本件会議においても、平成２３年度会議と同

様に、多数の傍聴希望者が集まることがあらかじめ想定された」（３頁）と述べている。し

かし、この「想定」は、事実誤認がある。 

教科書の採択一般に人々（住民）の関心があるのではない。 

日本の歴史教科書は自虐的であると、歴史修正主義を掲げるいわゆる右翼団体や

知識人などが集まり、新しい歴史教科書をつくる会を結成し、同会が主導的に編纂し

た「新しい歴史教科書」が、政治介入により、文部省検定に合格し、２００１年度の中学

校用教科書採択の対象となる事態が起こり、同教科書の採択をめぐり人々の関心が高

まったからである。 

つまり、同教科書は、歴史事実に基づかないまま、自国を誇大妄想的に賛美し、近

代日本国家がアジア・太平洋の地域・国々に対して行った侵略・植民地支配の歴史を

肯定・正当化する立場の歴史認識がベースとなる教科書であるとの人々の問題意識が、

中学校用教科書採択に人々が関心を持つようになったことが、その要因である。 

ゆえに、前記した被告答弁書（２ 過去の教育委員会傍聴における混乱）にあるよう

に、２０１１（平成２３）年８月３０日に行われた中学校用教科書の採択の傍聴希望者６５

名に対して、本件会議の小学校用教科書の採択に関しては、原告を含めて５名という
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数が、そのことを示している。このことは、今治市教育委員会が、自ら持っている過去の

会議禄を確認すれば、おのずと分かることである。つまり、教科書採択一般への関心

ではなく、中学校用歴史教科書の採択への関心であるから、小学校用教科書の採択

に対しての人々の関心は、高くなく、ゆえに、傍聴を希望する住民が多数集まるという

ことはない。 

よって、前記の被告の答弁書にある「想定」は、事実の基礎を欠く事実誤認、理由不

備・齟齬がある。 

 

答弁書の「３ 本件会議における傍聴」の４頁で、本件会議及び傍聴に関することを

るる主張する。しかし、先に「『１ 今治市における教育委員会の公開』に対する反論」

で述べたように、今治市教委の「権限の行使」は、主権者である住民から信託されたも

のであり、その「権限」は、主権者たる住民の利益を保障するために、憲法などが定め

る手続きに従って行使しなければならないとの認識が、まったく欠落している。 

地教行法の立案者の木田宏（当時初等中等教育局地方課長、元文部事務次官）は、

『第三次逐条新訂解説 地方教育行政の組織及び運営に関する法律』（第一法規株

式会社、2003年版 57頁）において、教育委員会の会議（以下「委員会会議」という。）

の公開原則とした目的を、「教育委員会が地域住民に対して積極的に情報提供を行

い、教育委員会としての説明責任を果たすとともに、地域住民の教育行政に関する理

解と協力を得る観点から、新たに第六項と第七項を規定し、教育委員会の会議は原則

として公開とすることとしたものである」との解説している。 

「教育委員会が地域住民に対して積極的に情報提供を行い、教育委員会としての

説明責任を果たすとともに、地域住民の教育行政に関する理解と協力を得る観点から、

教育委員会の会議は原則として公開とすることとした」のであれば、「積極的に情報提

供」「説明責任を果たす」「地域住民の教育行政に関する理解と協力を得る」ための教

育委員会会議に一人でも多くの住民に傍聴に来てもらうように、会議の「日時、場所」

を市民に広く、早く伝える必要があり、多くの市民が傍聴できるように傍聴席を用意す

る必要がある。 

ところが、会議の「日時、場所」の告知は、「会議開催の１週間前にホームベージに

掲載」しただけで、しかも、傍聴席は１０席で、これを越えると抽選となるということである。

「教育委員会が地域住民に対して積極的に情報提供を行い、教育委員会としての説

明責任を果たすとともに、地域住民の教育行政に関する理解と協力を得る観点から、

教育委員会の会議は原則として公開とすることとした」ということと、前記の現実とには、

大きな隔たりがある。 

つまり、被告の主張は、教育委員会を公開とする本来の目的とはかけ離れた現実、

つまり、一人でも多くの住民が傍聴できるようにとの環境を整備するための措置を怠っ

ていることをるる証明する主張である。 

以上のように被告の主張には、事実の基礎を欠く事実誤認、理由不備・齟齬があ

る。 
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第２ 求釈明 

 

２０００年から２００９年の間に行われた教科書採択の審議が行われた今治市教育委員

会の会議における傍聴席数と傍聴希望者の数を明らかにすることを今治市教育委員会

に求める。 

 

 

結語 

 

 以上のように、答弁書の「第３ 被告の主張」(１～３)には、事実の基礎を欠く事実誤認、

理由不備・齟齬があり、失当である。 

 

以上 


